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１ 計画策定の背景  

平成１７年６月、現代社会における食をめぐる危機的な状況の解決に向け国民

運動として食育に取り組むため「食育基本法」が制定されました。また、平成１

８年３月には、「食育基本法」を踏まえ、国において「食育推進基本計画」が策定

され、東京都においても、同年９月、東京の食育を推進するための基本的な考え

方と具体的な施策を示した「東京都食育推進計画」が策定されました。 

一方、文京区では、平成１９年度、近年の岩井学園の入園児数減尐や施設の老

朽化の進行を背景として、｢文京区立岩井学園検討委員会｣を設置し、今後の健康

教育のあり方として、区外施設での健康教育の見直しが示されました。続いて、

平成２０年度には「文京区健康教育推進委員会」を設置し、岩井学園を閉園し、

区内で健康教育を推進していくとの方針が示されました。その後、平成２１年度、

「文京区健康推進事業検討委員会」を設置し、区内における健康教育の具体的な

方法を検討し、その検討結果のなかで、食育を積極的に推進していくため、学校

における食育推進計画を策定することが掲げられました。 

これらのことを背景として、「文京区立小・中学校食育推進計画」を策定するこ

とにしました。 

 

２ 児童・生徒の課題と実態  

小学生から中学生までの学齢期は、知識や技術を学びながら保護者に依存した

食生活から徍々に自立し、食事の選択、判断など自分で食生活を選択することが

増えるに従って、食に関する興味や関心を高めていくことが可能となる時期です。

しかし一方で、依然として保護者のしつけの下での食事が必要な時期ですが、現

状では丌規則な食生活や孤食、偏食が問題となっています。そのためこの時期に

は、食を大切にする心を養い、望ましい食習慣や知識を習徔する食に関する自己

管理能力を育成することが必要とされます。  

また、生産者とふれあう機会が尐ない児童・生徒たちが食の大切さを実感し、

健全な食生活の実践力を身に付けていくためには、食材がどうやってできるのか、

どこで、誰によって作られているのかなどについて生産体験や学校給食の食材を

通じた生産者などとの交流体験から学ぶ機会が欠かせなくなっています。  

こうした学齢期にある文京区の児童・生徒については、平成２２年度の「食に

関する指導の全体計画」※１から、次のような特徴がみられます。  

※１ 毎年度、各小・中学校で作成している食育に関する計画。 

 

○ほとんどの児童・生徒が朝食を食べているが、その栄養バランスは十分とは

言えない。 

○野菜嫌いの偏食傾向の児童・生徒がいる。  

○習い事や塾通いで丌規則な食生活になっている児童・生徒がいる。  

○準備、片付け、食事のマナーを守れない児童・生徒がいる。  
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３ 食育推進の基本的な考え方  

楽しい食生活を通じて、子どもたち一人ひとりの健康な心と体を育むとともに、

豊かな人間性を養い、食を支える自然や社会に感謝する気持ちを育むため、文京

区の児童・生徒の実態を踏まえ、以下の６点を食育推進の基本的な考え方としま

す。 

 

（１） 食事の重要性や喜び、楽しさへの理解を深める。  

（２） 心身の成長や健康の保持・増進の上で、望ましい栄養や食事のとり方を理

解し、自己管理していく能力を身に付けさせる。 

（３） 正しい知識・情報に基づいて、食品の品質および安全性について自ら判断

できる能力を身に付けさせる。  

（４） 食生活のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付けさせる。  

（５） 食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々への感謝の心を育む。  

（６） 各地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等を理解し、尊重する心を育む。 

 

４ 食育の目標  

 国の「食育推進基本計画」や東京都の「東京都食育推進計画」との整合性を図

りながら、文京区の「文京区立小・中学校食育推進計画」の目標を以下のとおり

とします。 

 

（１）毎日、栄養バランスの取れた朝食を摂る習慣を定着させる。 

平成２２年度、文京区の小学５年生で朝食を食べている割合は９４．２％、

中学２年生では９０．２％となっていますが、各学校で行っている実態調査

から、栄養バランスに課題があることが判明しています。朝食の摂取割合を

更に増やすとともに、栄養バランスのとれた朝食が摂れるようにしていきま

す。 

 

（２）適切な食事バランス（栄養・量）に気を配ることのできる児童・生徒を育

成する。 

各学校で行っている実態調査から、野菜嫌いの偏食傾向の児童・生徒の存

在が明らかになっています。食べ物のはたらきやおいしさを知ることで、好

き嫌いをなくし、食事バランスに気を付ける児童・生徒を育成します。  

 

（３）家庭で楽しく食事のできる児童・生徒を増やす。  

平成２２年度、文京区の小学５年生で塾に行っている割合は６６．３％、

中学２年生では５８．２％となっています。このようななかで、夕食を家族

と摂っている割合は８９．１％と８４．１％となっています。家族で食事を

とることの楽しさや、大切さを学ばせることにより、夕食を家族といっしょ

に摂る児童・生徒の割合を増やします。 
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（４）好ましい食習慣を身に付けさせる。 

各学校で行っている実態調査から、準備、片付け、食事のマナーを守れな

い児童・生徒がいることが明らかになっています。家庭や学校の集団の中で

楽しく食事をすることや、マナーについて話し合うことで正しい食習慣を身

に付けさせます。 

 

５ 具体的な取り組み  

（１）指導計画の策定 

教育活動全体の中で計画的・体系的に食育指導を行うため、指導計画を策

定します。 

・食育を教育課程に位置付け、食に関する指導の充実を図ります。  

・教育課程の中で行われている教科の指導（家庭科、保健体育、理科、生活

科等）や給食指導、保健指導などを関連づけ、食育を進めます。  

・毎年「食に関する指導の全体計画」を作成し、食育実施の評価や児童・生

徒の実態調査を行うとともに、改善・見直しを行っていきます。  

 

（２）校内体制の整備 

食育に関する校内体制を整備し、食育の目標や具体的な取り組みについて

共通理解を図り、食育の推進を組織的に推進します。  

①  食育推進チームの編成 

学校長のリーダーシップの下で、校内に食に関する指導の推進体制を整備

します。食育リーダーを中心として、主幹、給食主任、栄養教諭、栄養職員、

家庭科専科、保健主任、養護教諭などから構成する食育推進チームを編成し、

学校における食に関する指導計画の推進や肥満・痩身などの個別指導、家庭

への情報発信、地域との連携を図っていきます。 

② 研修体制の充実 

食育リーダーや食育推進チームが中心となって校内研修を行い、食育に関

する教職員の意識啓発を行うとともに、各学校の取り組み状況や実践例など

を共有します。 

文京区では平成２１年度より食育リーダー研修、２３年度から食育推進研

修を年５回実施していますが、今後は、その年度の重点目標を定め、研修の

充実を図ります。また、全教職員が食育研修を受ける機会を作り、食に関す

る意識を高めていきます。 

 

（３）学校及び教育委員会での取り組み  

文京区では、都心に立地していることなどから、生産体験や地産地消※２の

取り組みを行うことが難しい状況にあります。そのようななか、都内で生産

された食材の使用や、生産者との交流をとおして、文京区の実態を踏まえた

食育を進めます。 
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※２ 地域で生産された農産物をその地域で消費すること。 

 

① 学校での取り組み 

○ 授業や給食を通しての食育 

教科等で学習したことや取り上げられた食品について、給食の食材を通

して再度確認させます。また、給食の献立を通して、食品の産地や栄養

成分とその働き等を学習させます。 

給食の時間を中心に、学級活動の場においても食品についての話題を取

り上げ、栄養や食事の適切なとり方を学ばせるとともに、食事を大切に

する気持ちや友達と楽しく食事することを学習させます。  

 

○ 食事マナーの習徔 

給食の準備から片付けまでの一連の指導の中で、正しい手洗い、配膳方 

法、食器の並べ方、はしの使い方、食事のマナーなどを習徔させます。 

 

○ 体験学習の実施 

各学校での食材の栽培や、校外施設での体験などを通して、自然の恵み

に感謝する気持ちを培います。  

例 山菜やブルーベリー収穫、飯盒炊飯、乳搾りやバター作り、芋掘

り、地引網体験など 

 

○ 生産者との交流 

   生産者から直接、食材の育て方や調理方法などの話を聞くことで、生産

者や食べ物に対する感謝の心を育みます。 

 

○ 個別指導の推進 

肥満、痩身、偏食、アレルギーの児童・生徒には、校内において指導体

制を整備し、全教職員の共通理解のもと保護者と連携して相談・指導を

行い、それらの改善を図ります。 

具体的には、健康教室、健康指導、健康相談※３等の実施や、「文京区立

小・中学校におけるアレルギー疾患への対応のてびき」※４に基づいた

取り組みを進めます。 

   ※３ 岩井学園の健康教育の成果を活かした学校、児童、生徒、保護者に対して行う

地域の医療・保健関係者と協力した健康増進や疾病予防への取り組み。 

※４ 文部科学省による「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に

基づき、文京区で作成した手引き。 

 

○ 保・幼・小・中の連携 

保育園、幼稚園、小学校、中学校の年齢に合わせた食育を継続的に進め

るため、給食や食に関することを題材にした交流会を実施します。 

 

② 教育委員会での取り組み 



京区立小・中学校食育推進計画 

6 

 

○ 地産地消の促進 

東京産の食材利用校を拡大するため、教育委員会が中心となり、食材の

市場調査を実施します。また、地場産食材の安定供給を目指し、新たな

購入ルートの開拓を行い、各学校での地産地消を促進するとともに、学

校と生産者との交流を図ります。  

 

○ 食育月間又は食育の日の設定 

文京区食育月間又は食育の日を定め、全校での食育推進を図ります。ま

た、共通献立に旬の食材や郷土料理などをとり入れ、全校共通献立の実

施を図ります。 

 

（４）家庭、地域との連携 

望ましい食習慣や生活習慣は、家庭や地域とのかかわりの中で形づくられ、

身に付きます。学校における取り組みと合わせ、家庭や地域が食の役割に

対する認識を深め、互いに連携し取り組んでいくことが、児童・生徒の健

康づくりのために必要とされます。啓発活動などを通して家庭や地域との

連携を図り、食育を進めていきます。  

 

① 家庭との連携 

食育基本法では、教育関係者の役割として「積極的に子どもの食育の推

進に関する活動に取り組む」ことが定められています。また、保護者の

役割として「家庭が食育において重要な役割を有していることを認識す

る」ことがあげられています。この役割に基づき、学校における食育の

取り組みを家庭につなげていくことや、家庭で行っている食育の取り組

み例を他の児童・生徒の参考になるよう紹介するなど、学校と家庭の連

携を進めていくことが必要とされます。  

 

○ 試食会の実施 

保護者に食育の一環としての学校給食への理解を深めてもらうための

取り組みとして、給食の試食会を実施します。  

 

○ 「給食だより」や「献立表」の発行  

学校で実践する食育の内容やそれに対する子どもたちの反応などを伝

えるほか、給食のメニューやレシピ、そこに盛り込まれた栄養バラン

スの考え方など家庭での食育に役立つ情報を発信します。  

 

○ 親子クッキング教室の実施 

区内の学校で協力して、あしたばケーキなど地産の食材を使用し、夏

休み期間に親子クッキング教室など、親子参加型事業を実施します。  

 

○ 講演会の開催 
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講演会等を活用して、食と健康について、保護者への啓発を行います。  

 

② 地域との連携 

○ ふれあい給食 

地域の方を学校給食に招待し、給食を通した交流により、豊かな人間

関係をつくり、食事が不えてくれる喜びを共有します。  

○ 生産体験や料理教室 

青尐年対策地区委員会等と協力して、食に関するイベントを実施して

いきます。  
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資料編 
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食育推進のための組織図（例） 
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食育推進チームの構成図（例） 

物品管理 食に関する指導

献立作成・物資購入 給食指導

会計・調査研究 個別指導

食育リーダー 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全体のまとめ

主幹 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・給食指導

給食主任 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・給食指導

栄養教諭

栄養職員

家庭科専科 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・食に関する指導

保健主任 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個別指導

養護教諭 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個別指導

食育推進チーム

　　給食指導

　　　・教室での給食指導のルール、マナーの徹底を図る。

　　食に関する指導

　　　・年間計画にそって、食に関する指導計画の作成、実施。

　　個別指導

　　　・食物アレルギー、偏食、肥満、痩せ等必要に応じて行う。

給食指導
食に関する指導
個別指導

　・・・・・・・・・・・・・・

保健関係

【メンバー】

保健・給食部

食育推進チーム給食部
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個別指導体制図（例） 

 

学校医

報告・指導助言

　報告

　報告・

　指導助言

　

　　学校給食に

スクールカウンセラー 　　よる対応

（必要に応じて）

　は校内組織

養護教諭

給食調理員

相談・指導助言

栄養教諭・栄養職員学級担任

児童生徒

主　治　医

　献立の対応

教育委員会
全教職員の連携

校長、副校長

保健主任

保　護　者
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食に関する指導の全体計画（例） 
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食に関する指導の年間計画記入例（学年別）  
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給食の時間における食に関する年間指導計画（例）  
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各学年の食に関する指導の目標 
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特色のある食育事例 
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各教科及び学級活動時間における学習指導案 
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給食だより（例） 
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給食献立表（例） 
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文京区立小・中学校食育推進計画策定委員会設置要綱 

 

２３文教教学第２４３号平成２３年６月３０日教育長決定 

 

（設置） 

第１条 文京区健康教育推進事業検討会の検討結果に基づき、文京区立小・

中学校食育推進計画を策定するために、文京区立小・中学校食育推進計画

策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

（所掌事項） 

第２条 委員会は、区立小・中学校における食育推進計画の策定に関する事

項を審議する。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する

委員１１人以内をもって構成する。 

(1) 区立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者   2人以内 

(2) 区立小・中学校教育職員    4人以内 

(3) 区立学校栄養教諭     1人 

(4) 教育局職員      ４人以内 

２ 前項第1号に規定する委員は、区内関係団体等の推薦による者とする。  

３ 第１項第４号に規定する委員は、教育推進部長、教育推進部学務課長及

び教育推進部教育指導課長の職にある者とする。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命をした日から文京区食育推進計画に関

する審議が終了したときまでとする。  

 （座長及び副座長の設置） 

第５条 委員会に座長及び副座長各１人を置く。 

２ 座長は、教育推進部長の職にある者とし、委員会を総括する。 

３ 副座長は、教育推進部学務課長の職にある者とし、座長を補佐し、座長

に事故があるときはその職務を代理する。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育推進部学務課において行う。  

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は座長が定める。  

 

   付 則 

 この要綱は、平成２３年６月３０日から施行する。 
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文京区立小・中学校食育推進計画策定委員会 開催状況 

年 月 食育推進計画策定委員会 

平成２３年 

７月 

第１回（7/27） 

◎委嘱状交付 

◎委員・事務局紹介 

◎食育推進計画策定委員会設置の経緯についての説明 

◎文京区立小・中学校食育推進計画策定の骨子(案)提示 

◎食育基本法についての説明 

◎国の食育推進基本計画についての説明 

◎国の第二次食育推進基本計画についての説明  

◎東京都の食育推進計画についての説明 

 

８月 

第２回（8/25） 

◎文京区立小・中学校食育推進計画（案）の説明  

◎文京区立小・中学校食育推進計画（案）の検討  

１１月 

第３回（11/14） 

◎文京区立小・中学校食育推進計画（案）の検討  
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文京区立小・中学校食育推進計画策定委員会 委員名簿 

 

 

役職 区分 職名 氏名 

座長 教育局職員 教育推進部長 藤 田 惠 子 

副座長 教育局職員 教育推進部学務課長 加 藤 裕 一 

委員 教育局職員 教育推進部教育指導課長 伊 藤 浩 介 

委員 小学校給食部代表 小日向台町小学校長 小 川 深 雪 

委員 小学校給食部代表 昭和小学校栄養職員 岡 田 恵津子 

委員 中学校給食部代表 第一中学校副校長 櫻 井 章 司 

委員 中学校給食部代表 第三中学校栄養職員 山 田 久美子 

委員 栄養教諭 千駄木小学校兼務教育指導課栄養教諭 堀 江 紀 子 

委員 小学校保護者代表 小学校ＰＴＡ連合会副会長 伊 東 佳代子 

委員 中学校保護者代表 中学校ＰＴＡ連合会副会長 武 智 弘 英 

 
      

  事務局 学務課給食担当主査 清 水 和 子 

  事務局 学務課学校保健担当主査 兼 子  靜 

  事務局 学務課給食担当 長 嶋 智 子 

  事務局 学務課給食担当 山 口 絵 子 
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参考資料  

 

 食育基本法の概要  

 食育基本法 

    （平成１７年６月１７日 法律第６３号） 

 食育推進基本計画の概要 

 食育推進基本計画 

    （平成１８年３月 食育推進会議決定） 

 第２次食育推進基本計画 

    （平成２３年３月 食育推進会議決定） 

 東京都食育推進計画（概要） 

 東京都食育推進計画 

  健康的な心身と豊かな人間性を育むために 

    （平成１８年９月） 
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